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佐
賀
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条

の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

玄
海
町 

二 

事
業
の
種
類 

玄
海
町
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
パ
ー
ク
（
仮
称
）
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

佐
賀
県
東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
今
村
字
太
田
、
字
タ
タ
ラ
及
び
字
外

津
地
内 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る

と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

㈠ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
佐
賀
県
東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
今
村
字
太
田
、
字
タ
タ
ラ
及

び
字
外
津
地
内
に
お
け
る
約
一
万
千
九
百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
土
地
を
起
業
地
と

し
、
太
陽
光
等
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
や
体
験
施
設
等
を
整
備
す
る
玄
海
町
次
世
代
エ

ネ
ル
ギ
ー
パ
ー
ク
（
仮
称
）
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、

法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、

広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、
市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
に
該

当
す
る
。 

 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

 

㈡ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 
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本
件
事
業
は
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
交
付
金
交
付
規
則
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
告

示
第
百
九
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
振
興
計
画
に
お
い
て
、
玄
海
町

が
実
施
す
る
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
業
で
あ
る
。 

 
 
 

ま
た
、
同
町
が
一
般
会
計
等
に
よ
り
既
に
財
源
措
置
等
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

 

㈢ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

ア 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 
 
 

既
存
施
設
で
あ
る
玄
海
エ
ネ
ル
ギ
ー
パ
ー
ク
の
原
子
力
発
電
を
中
心
と
し
た
展
示

に
加
え
て
小
中
学
生
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
学
ぶ
施
設
と
し

て
来
訪
者
の
増
加
が
見
込
め
る
と
と
も
に
、
薬
用
植
物
研
究
所
（
仮
称
）
へ
の
視
察

又
は
見
学
に
よ
る
本
件
事
業
地
エ
リ
ア
全
体
で
の
Ｐ
Ｒ
効
果
及
び
県
内
外
か
ら
の
交

流
人
口
の
増
加
が
期
待
で
き
る
。 

 
 
 
 

交
流
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
地
元
漁
港
や
農
場
、
牧
場
な
ど
の
地
場
産
品
の
出
荷

又
は
販
売
に
よ
る
収
益
増
加
の
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
本
件
事
業
地
で
導
入
さ
れ

る
ポ
イ
ン
ト
の
利
用
範
囲
を
玄
海
町
全
体
に
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
事
業
地
か

ら
町
の
施
設
・
商
店
街
等
へ
、
町
の
施
設
・
商
店
街
等
か
ら
本
件
事
業
地
へ
の
流
れ

を
つ
く
り
、
ま
ち
な
か
を
回
遊
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た

な
産
業
創
出
も
期
待
で
き
る
。 

 
 
 
 

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
唐
津
・
東
松
浦
地
区
で
実
施
さ
れ
て
い
る
エ
リ
ア
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
事
業
と
の
連
携
に
よ
る
体
験
型
観
光
の
拠
点
と
し
た
事

業
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
、
今
回
設
置
さ
れ
る
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ま
ち
な
か

展
開
事
業
（
ガ
イ
ド
付
き
の
エ
コ
ツ
ア
ー
な
ど
の
企
画
）
や
観
光
案
内
等
を
情
報
発

信
し
、
町
内
の
観
光
拠
点
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
本
件
事
業
地
か
ら
町
内
へ
人
が
回
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遊
す
る
仕
組
み
の
構
築
が
期
待
さ
れ
る
。 

 
 
 
 

玄
海
町
で
は
、
住
民
や
九
州
大
学
、
佐
賀
大
学
、
玄
海
エ
ネ
ル
ギ
ー
パ
ー
ク
な
ど

と
連
携
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
の
教
材
の
開
発
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
等
を
協

働
し
て
進
め
、
ま
た
、
手
作
り
工
作
教
室
な
ど
の
体
験
教
室
や
ふ
る
さ
と
農
園
に
お

い
て
保
育
園
や
小
中
学
校
が
地
域
住
民
の
協
力
・
支
援
の
も
と
で
本
件
事
業
地
の
景

観
維
持
を
果
た
す
な
ど
住
民
参
加
の
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
に
親
し

ま
れ
る
本
件
事
業
地
と
な
り
、
新
し
い
発
想
や
新
し
い
活
動
が
生
ま
れ
る
拠
点
と
な

り
得
る
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度

存
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

イ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 
 
 

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
佐
賀
県

環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
環
境
影

響
評
価
の
対
象
事
業
で
は
な
く
、
本
件
施
設
の
性
格
上
、
悪
臭
・
騒
音
等
を
生
じ
る

施
設
で
は
な
い
が
、
起
業
者
が
任
意
に
専
門
家
に
よ
る
調
査
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

希
少
動
物
は
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
希
少
植
物
に
つ
い
て
は
本
件
事
業
地
内
の

適
切
な
場
所
に
移
植
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響

は
軽
微
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
起
業
地
内
に
遺
跡
分
布
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
影
響
は
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。 

 
 

ウ 

代
替
案
と
の
比
較 

 
 
 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
位
置
、
交
通
の
利
便
性
、
事
業
費
な
ど
を
考
慮
し
て

選
定
し
た
三
つ
の
候
補
地
に
つ
い
て
、
社
会
的
観
点
及
び
経
済
的
観
点
か
ら
総
合
的
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に
検
討
し
た
結
果
、
立
地
条
件
及
び
交
通
の
便
が
よ
く
、
か
つ
、
事
業
費
の
安
価
な

本
件
起
業
地
が
最
も
優
れ
た
も
の
と
し
て
選
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
定
は
適
切
な

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る

利
益
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
し
、
事

業
計
画
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
り
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

㈣ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

 
 

ア 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 
 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
近
隣
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
末
日
に
完
成

予
定
で
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
薬
用
植
物
研
究
所
（
仮
称
）
及
び
既
存
の
玄
海
エ

ネ
ル
ギ
ー
パ
ー
ク
と
本
件
事
業
と
の
機
能
的
連
携
を
図
る
と
と
も
に
来
訪
者
が
こ
れ

ら
の
施
設
を
一
体
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す

る
必
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
地
元
区
長
か
ら
早
期
実
現
を
求
め
る
要
望
書
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

イ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 
 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
す
べ
て
本
件
事
業
に
よ
り
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

玄
海
町
役
場 

財
政
企
画
課 


